
社会教育事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 市民の文化・スポーツ活動等生涯学習の促進を図ることを目的として、社会教育

関係団体（以下「補助事業者」という。）が実施する社会教育事業（以下「事業」とい

う。）を支援するため、社会教育事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付については、交野市補助金交付規則（昭和４８年規則第５号。）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（補助事業者） 

第２条 補助金の交付対象となる補助事業者は、次のとおりとする。 

(１) 交野市文化連盟 

(２) 交野市ＰＴＡ協議会 

(３) 交野市体育協会 

(４) その他、市長が補助すべき必要があると認める団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。 

 (１) 市民の文化活動に関する事業 

 (２) 市民のスポーツ活動に関する事業 

 (３) 地域交流活動に関する事業 

(４) その他、市長が補助金の交付対象と認める事業 

（補助対象経費） 

第４条  補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。  

 (１) 報償費 

 (２) 旅費 

 (３) 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費） 

 (４) 役務費（郵便料、保険料） 

 (５) 使用料及び賃借料 

 (６) 前各号に定めるもののほか、市長が認めるもの 

２ 前項に定める補助対象経費にかかる補助率は、原則２分の１以下とする。ただし、事

業の趣旨、目的、特性などにより、その支出に合理的な理由が認められる場合は、こ

の限りでない。 

 （補助金の額） 

第５条 別表１に定める各事業の補助金の額は、前条に定める補助対象経費に相当する額

を上限とし、予算の範囲内において、市長が定めるものとする。  

（交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとする補助事業者（以下「申請者」という。）は、補

助金交付申請書（様式第１号）により、必要書類を添えて提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請の期限は、原則として当該補助年度の４月末日までとする。  

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により、補助金の交付申請があった場合には、申請内容を精

査し、補助金を交付すべきと認めたときは、申請者に対し、交付決定通知書（様式第２

号）により通知する。 

（交付請求） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、補助金交付請求書（様式第３

号）の提出により、補助金の交付を受けるものとする。 

 

 

 



（実績報告） 

第９条 交付を受けた補助事業者が補助金の実績報告をしようとする時は、補助金実績報

告書(様式第４号)に、必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告の期限は、原則として当該補助年度の翌年度４月末日までとする。 

（補助金の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の

書類の審査等により、その報告に係る補助金事業の成果が補助金の交付決定の内容に適

合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書（様式第５号）により通知す

るものとする。 

（取消及び返還） 

第１１条 市長は、補助事業者が補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれ

に附した条件に違反したとき又は既に交付した補助金の額が前条の規定による補助金

の確定額を超えるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

額の返還を求めることができる。 

（暴力団の排除） 

第１２条 市長は、補助金の交付申請があった場合において、補助金の交付が暴力団へ  

の活動資金又は利益になると認められるときは、補助金の交付を承認しないものとす

る。 

２ 市長は、補助金の交付決定後又は交付後に、補助金の交付が暴力団への活動資金又

は利益になると認められたときは、交付決定を取り消し、又は補助金の返還を求める

ものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、別に定めると

ころによる。  

 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２１年４月２３日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 



この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表１（第５条関係）  

補助対象となる社会教育事業及び補助事業者  

社会教育事業名  補助事業者  

文化連盟事業  交野市文化連盟  

ＰＴＡ委員会・研修活動  交野市ＰＴＡ協議会  

体育協会事業  交野市体育協会  

市民スポーツデー活動  交野市体育協会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１－様式第１号（第６条関係）  

令和  年  月  日  

 

交 野 市 長  様 

 

住 所               

                    団体名      

代表者             

 

 

  令和   年度  文化連盟事業補助金交付申請書  

 

 

令和  年度において、標記の補助金を受けたいので、関係書類を添えて下記の  

とおり申請します。  

 

                   記  

 

 

１．補助事業の名称      

２．補助金の目的及び内容    

３．補助金交付申請額     金         円  

               

 

（添付書類）  

  ・組織の目的及び組織に関するもの  

・組織の構成及び役員に関するもの  

・当該年度の事業概要及び予算書  

 

 

 

なお、当該補助金について、暴力団の活動資金又は利益となるような使途には利用し

ません。また、市が必要とする場合には警察に照会することを承諾するとともに、暴力

団の活動資金又は利益となるような使途に利用した場合には、補助金を返還します。  

 

 

 



様式第２号（第７条関係）  

交教社第    号  

令和  年  月  日  

 

  団体名   

代表者          様  

 

 

                             交野市長  

 

 

  令和   年度文化連盟事業補助金の交付決定について（通知）  

 

 令和  年  月  日付で申請のあった、令和  年度文化連盟事業補助金について、

下記のとおり交付を決定したので通知する。  

 

 

                  記  

 

 

 

１．補助金交付決定額   金        円  

 

２．補助金交付条件  

交付対象事業は、令和  年  月  日付交付申請書のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係）  

 

 令和 年 月 日 

 

交 野 市 長  様 

 

 

団体名   

代表者            

 

 

 

令和   年度文化連盟事業補助金交付請求書  

 

 

 

令和  年  月  日付交教社第   号で交付決定のあった令和  年度文化連盟事業

補助金について下記のとおり交付を請求します。  

 

 

                   記  

 

 

金   額    金         円   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係）  

  年  月  日  

 

交  野  市  長  様  

 

団  体  名  

代  表  者  

 

 

年度               補助金事業実績報告書  

 

 

年  月  日付交教社第  号をもって交付決定を受けた補助金について、事

業が終了したので関係書類を添えて下記のとおり報告します。  

 

記  

 

 

１．補 助 事 業 の 名 称    

 

２．補 助 金 交 付 決 定 額    金         円  

 

３．添付書類  

  ・組織の目的及び組織に関するもの  

・当該年度の事業概要及び決算書  

 

 

 

 

 



様式第５号（第１０条関係）  

交  教  社  第  号  

 

 

年 度      補 助 金 の 確 定 通 知 書  

 

 

補助事業者  

団体名   

代表者   

 

年  月  日付で実績報告のあった、  年度    補助金については、  

下記のとおり補助金の額を確定したので通知する。  

 

     年   月  日  

 

                         交 野 市 長  

 

記  

 

補 助 事 業 の 名 称  確   定   額  

 金        円  

 


